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(57)【要約】        （修正有）
【課題】深部末梢気管支等のように内視鏡の挿入が困難
な深部にある目標病変に容易に導いて、生検組織標本を
採取することができる内視鏡用生検鉗子を提供するこ
と。
【解決手段】可撓性シース内に挿通配置された操作ワイ
ヤを軸線方向に進退操作することにより上記可撓性シー
スの先端に配置された一対の鉗子カップが嘴状に開閉駆
動される内視鏡用生検鉗子において、可撓生のガイドワ
イヤ５０が前後方向に緩く挿通されるガイド孔１９を先
端部分に設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】可撓性シース内に挿通配置された操作ワイ
ヤを軸線方向に進退操作することにより上記可撓性シー
スの先端に配置された一対の鉗子カップが嘴状に開閉駆
動される内視鏡用生検鉗子において、
可撓性のガイドワイヤが前後方向に緩く挿通されるガイ
ド孔を先端部分に設けたことを特徴とする内視鏡用生検
鉗子。
【請求項２】上記ガイド孔が、上記鉗子カップの前後両
壁部分に貫通形成されている請求項１記載の内視鏡用生
検鉗子。
【請求項３】上記一対の鉗子カップの一方が他方より側
方に膨らんで形成されていて、その膨らんだ部分に上記
ガイド孔が形成されている請求項２記載の内視鏡用生検
鉗子。
【請求項４】上記鉗子カップの前壁側のガイド孔が、上
記一対の鉗子カップの双方にまたがって形成されている
請求項２記載の内視鏡用生検鉗子。
【請求項５】上記ガイド孔が、上記一対の鉗子カップを
支持する先端支持枠に形成されている請求項１記載の内
視鏡用生検鉗子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡の鉗子チ
ャンネルに挿通されて体腔内から生検組織標本を採取す
るために用いられる内視鏡用生検鉗子に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡用生検鉗子は一般に、可撓性シー
ス内に挿通配置された操作ワイヤを軸線方向に進退操作
することによって、可撓性シースの先端に配置された一
対の鉗子カップを嘴状に開閉駆動するようになってい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】そのような生検鉗子
は、内視鏡の鉗子チャンネルに通して使用されるが、深
部末梢気管支等には内視鏡を挿入することができないの
で、生検組織の採取は容易ではない。
【０００４】そこで本発明は、深部末梢気管等のように
内視鏡の挿入が困難な深部にある目標病変に容易に導い
て、生検組織標本を採取することができる内視鏡用生検
鉗子を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用生検鉗子は、可撓性シース内に挿
通配置された操作ワイヤを軸線方向に進退操作すること
により可撓性シースの先端に配置された一対の鉗子カッ
プが嘴状に開閉駆動される内視鏡用生検鉗子において、
可撓性のガイドワイヤが前後方向に緩く挿通されるガイ
ド孔を先端部分に設けたものである。
【０００６】なお、ガイド孔が鉗子カップの前後両壁部
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分に貫通形成されていれば、先端部分をさほど太くする
必要がなく、内視鏡の処置具挿通チャンネルへの挿通性
が低下しない。
【０００７】その場合、一対の鉗子カップの一方が他方
より側方に膨らんで形成されていて、その膨らんだ部分
にガイド孔が形成されていれば、組織採取量を確保する
ことができ、鉗子カップの前壁側のガイド孔が、一対の
鉗子カップの双方にまたがって形成されていてもよい。
【０００８】また、一対の鉗子カップを支持する先端支
持枠にガイド孔を形成しても差し支えない。
【０００９】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図３は、内視鏡用生検鉗子を示しており、図
示されていない内視鏡の鉗子チャンネルに挿脱される可
撓性シース１は例えば密着巻コイルパイプからなり、そ
の内部には、軸線方向に進退自在に操作ワイヤ２が全長
にわたって挿通配置されている。なお可撓性シース１
は、密着巻コイルパイプに可撓性チューブを被覆したも
のや、その他の構成をとってもよい。
【００１０】可撓性シース１の基端（手元側）には、操
作ワイヤ２を進退操作させるための操作部２０が連結さ
れており、可撓性シース１の先端には、操作ワイヤ２に
よって開閉駆動される一対の鉗子カップ１１，１２が配
置されている。
【００１１】図１と図２は内視鏡用生検鉗子の先端部分
を示しており、可撓性シース１の先端に固着された先端
支持枠１０に、一対の鉗子カップ１１，１２が支持軸１
４を中心に嘴状に開閉するように支持されている。
【００１２】そして、操作ワイヤ２と鉗子カップ１１，
１２との間にはパンタグラフ状のリンク機構１３が配置
されており、操作部２０において操作ワイヤ２を進退操
作することにより、一対の鉗子カップ１１，１２が図１
及び図２に示されるように開閉される。
【００１３】一方の鉗子カップ１１には、可撓性のガイ
ドワイヤ５０が前後方向に緩く挿通されるガイド孔１９
が、前後両壁部分に貫通形成されている。ガイドワイヤ
５０は、例えば直径が０．５～０．９ｍｍ程度の硬質プ
ラスチック、ステンレス合金、又は形状記憶合金製のも
のである。
【００１４】このように構成された内視鏡用生検鉗子を
用いる際には、図４に略示されるように、内視鏡６０の
処置具挿通チャンネル６１を経由して、ガイドワイヤ５
０を単体で予め深部末梢気管支等の目標位置まで挿入し
ておく。
【００１５】そして、そのガイドワイヤ５０を鉗子カッ
プ１１のガイド孔１９に通して（Ａ）、内視鏡用生検鉗
子を押し込んでいけば、鉗子カップ１１，１２部分が、
ガイドワイヤ５０に沿って深部末梢気管支に挿入され
（Ｂ）、そこで鉗子カップ１１，１２を開閉させて生検
組織標本を採取することができる。
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【００１６】なお、目標部位まで挿入されているガイド
ワイヤ５０をそのままの状態に保って内視鏡６０を気管
支から抜き出し、それから鉗子カップ１１のガイド孔１
９にガイドワイヤ５０を通して、内視鏡を用いずにＸ線
透視下にガイドワイヤ５０をガイドにして生検鉗子を目
標部位へ挿入してもよい。
【００１７】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば図５に示されるように、ガイド孔１
９が形成されている方の鉗子カップ１１を他方の鉗子カ
ップ１２より側方に膨らんで形成してもよく、図６に示
されるように、ガイド孔１９が形成されている鉗子カッ
プ１１が開閉しない片開き式の内視鏡用生検鉗子に本発
明を適用してもよい。
【００１８】また、図７及び図８に示されるように、前
壁側のガイド孔１９ａを、一対の鉗子カップ１１，１２
の双方にまたがって形成してもよい。この場合には、組
織採取時にガイドワイヤ５０が邪魔にならないように、
ガイドワイヤ５０を抜き去ってから組織採取を行うとよ
い。
【００１９】また、図９に示されるように、ガイド孔１
９を鉗子カップ１１に形成せずに、先端支持枠１０の側
部に突出する状態に形成しても差し支えない。なお、本
発明は深部末梢気管支の生検組織採取だけでなく、例え
ば膵管深部の生検他、内視鏡の挿入が困難な深部組織の
採取に有用である。
【００２０】
【発明の効果】本発明によれば、可撓性のガイドワイヤ
が前後方向に緩く挿通されるガイド孔を先端部分に形成
したことにより、予め目標部位に挿入したガイドワイヤ*
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*をガイドにして、深部末梢気管支等のように内視鏡の挿
入が困難な深部にある目標病変に容易に導いて生検組織
標本を採取することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用生検鉗子の鉗
子カップが閉じた状態の先端部分の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡用生検鉗子の鉗
子カップが開いた状態の先端部分の側面断面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡用生検鉗子の全
体構成を示す外観図である。
【図４】本発明の第１の実施例の内視鏡用生検鉗子の使
用状態の略示図である。
【図５】本発明の第２の実施例の内視鏡用生検鉗子の鉗
子カップが閉じた状態の先端部分の側面断面図である。
【図６】本発明の第３の実施例の内視鏡用生検鉗子の鉗
子カップが開いた状態の先端部分の側面断面図である。
【図７】本発明の第４の実施例の内視鏡用生検鉗子の鉗
子カップが閉じた状態の先端部分の側面断面図である。
【図８】本発明の第４の実施例の内視鏡用生検鉗子の鉗
子カップが開いた状態の先端部分の側面断面図である。
【図９】本発明の第５の実施例の内視鏡用生検鉗子の先
端部分の鉗子カップが閉じた状態の側面断面図である。
【符号の説明】
１  可撓性シース
２  操作ワイヤ
１０  先端支持枠
１１，１２  鉗子カップ
１９  ガイド孔
５０  ガイドワイヤ
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